
新旧対照表（地域再生計画） 
変更後 変更前 

 
１ （略） 
 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 

福岡県 
福岡県糸島市 
 

３ 地域再生計画の区域 
糸島市の区域の一部（旧前原市域） 
 

４ 地域再生計画の目標 
糸島市旧前原市域は、福岡県の西端である本市の東南部に位置し、南は背

振雷山山系を境として佐賀県に、東は福岡市に接している。南部の山岳地帯

から北部へ向け流出する河川に沿って平野部が広がり、東西に走る国道 202
号線と JR 筑肥線の沿線に市街地を形成している。面積 104.5k ㎡のうち 45％
を森林が占めており、この自然地形が構成する景観は本区域の貴重な財産と

なっている。近年は、JR 筑肥線の複線化や、国道 202 号線と並走する西九州

自動車道が福岡都市高速道路と接続されたことにより、福岡都市圏における

西の拠点として発展を見せ、本区域の人口は約 69,000 人（平成 19 年 11 月現

在）と市街地では増加傾向にあるが、農山村地域では全国的傾向と同様に人

口減少と高齢化が進んでいる。そのような中、福岡市西区から本市にかけて

広がる丘陵地における九州大学の統合移転計画が進み、平成 17 年 10 月にそ

の一部が開校されている。今後も学生及び教職員の転入が予想され、大きな

環境の変化に対応した新たなまちづくりが課題とされている。 
基幹産業である農業は、米をはじめとする穀物価格の低迷や農業機械整備

等による経営圧迫が問題となっている。中山間地域では平坦部と比べて作業

 
１ （略） 
 
２ 地域再生計画の作成主体の名称 

福岡県 
福岡県前原市 
 

３ 地域再生計画の区域 
前原市の全域 
 

４ 地域再生計画の目標 
前原市は、福岡県の西端である糸島地域の東南部に位置し、北は志摩町、

南は背振雷山山系を境として佐賀県に、東は福岡市に、西は二丈町に接して

いる。南部の山岳地帯から北部へ向け流出する河川に沿って平野部が広がり、

東西に走る国道 202 号線とJR筑肥線の沿線に市街地を形成している。面積

104.5k㎡のうち 45％を森林が占めており、この自然地形が構成する景観が本

市の貴重な財産となっている。近年は、JR筑肥線の複線化や、国道 202 号線

と並走する西九州自動車道が福岡都市高速道路と接続されたことにより、福

岡都市圏における西の拠点都市として発展を見せ、人口は約 69,000 人（平成

19 年 11 月現在）と市街地では増加傾向にあるが、農山村地域では全国的傾向

と同様に人口減少と高齢化が進んでいる。そのような中、福岡市西区、志摩

町、前原市北部に広がる丘陵地における九州大学の統合移転計画が進み、平

成 17 年 10 月にその一部が開校されている。今後も学生及び教職員の本市へ

の転入が予想され、大きな環境の変化に対応した新たなまちづくりが課題と

されている。 
基幹産業である農業は、米をはじめとする穀物価格の低迷や農業機械整備



効率が悪く、就業者の高齢化などの要因も重なり、耕作放棄された農地の拡

大が懸念されている。林業は木材需要の長期低迷など、経済林としての価値

が減少し、林業経営の悪化及び林業従事者の減少と高齢化が深刻になってい

る。そのため、森林施業が放棄された山林が多くなり、森林管理の粗放化が

進んでいる。しかしながら、森林のもつ環境保全機能を発揮するためには、

生産林を育成すると共に環境林としての森林づくりが必要不可欠である。そ

のためには、既設の林道作業道と接続しながら道路ネットワークの整備を推

進し、森林施業の効率化を図ることが求められる。 
一方、道路整備については、人口増加地域と過疎地域など多様な地域構成

に対応したバランスがとれたまちづくりを進める必要がある。都市計画道路

網を中心に整備をすすめているところだが、比較的身近な道路における環境

整備は遅れている状況である。特に、農山村地域における通学路は、歩道未

設置の道路が多く、通学・通園児童や、学校・公民館活動をする地域住民を

中心としたコミュニティの交流に支障をきたしている。交通安全・交通バリ

アフリーの観点からも歩道設置の必要性は高く、早急に地域住民の交通安全

面に配慮した道路の環境整備に取り組み、道路利用者の安全確保を図る必要

がある。 
また、本区域は、「魏志倭人伝」に記される古代国家「伊都国」の中心とし

て栄えた地とされ、寺院・古墳等の歴史的な史跡や名所も多く存在している。

これら貴重な文化遺産のほか、農林水産物の直売所や、美しい自然・景観を

巡る登山・ハイキングコース等の豊富な観光資源を活かすために、今後より

一層の普及･啓発活動を推進していかなければならない。毎年多くの観光客が

訪れており、来訪者と地域住民に配慮した道路・林道整備が求められている。

以上により、人と自然が共生し、人が人として安心して生き生きと“魅力

と交流をはぐくむまち”の実現を目指す。 
 
 
 

等による経営圧迫が問題となっている。中山間地域では平坦部と比べて作業

効率が悪く、就業者の高齢化などの要因も重なり、耕作放棄された農地の拡

大が懸念されている。林業は木材需要の長期低迷など、経済林としての価値

が減少し、林業経営の悪化及び林業従事者の減少と高齢化が深刻になってい

る。そのため、森林施業が放棄された山林が多くなり、森林管理の粗放化が

進んでいる。しかしながら、森林のもつ環境保全機能を発揮するためには、

生産林を育成すると共に環境林としての森林づくりが必要不可欠である。そ

のためには、既設の林道作業道と接続しながら道路ネットワークの整備を推

進し、森林施業の効率化を図ることが求められる。 
一方、市全体の道路整備については、本市の特性である人口増加地域と過

疎地域など多様な地域構成に対応したバランスがとれたまちづくりを進める

必要がある。都市計画道路網を中心に整備をすすめているところだが、比較

的身近な道路における環境整備は遅れている状況である。特に、農山村地域

における通学路は、歩道未設置の道路が多く、通学・通園児童や、学校・公

民館活動をする地域住民を中心としたコミュニティの交流に支障をきたして

いる。交通安全・交通バリアフリーの観点からも歩道設置の必要性は高く、

早急に地域住民の交通安全面に配慮した道路の環境整備に取り組み、道路利

用者の安全確保を図る必要がある。 
また、本市は、「魏志倭人伝」に記される古代国家「伊都国」の中心として

栄えた地とされ、寺院・古墳等の歴史的な史跡や名所も多く存在している。

これら貴重な文化遺産のほか、農林水産物の直売所や、美しい自然・景観を

巡る登山・ハイキングコース等の豊富な観光資源を活かすために、今後より

一層の普及･啓発活動を推進していかなければならない。本市には毎年多くの

観光客が訪れており、来訪者と地域住民に配慮した道路・林道整備が求めら

れている。 
以上により、人と自然が共生し、人が人として安心して生き生きと“魅力

と交流をはぐくむまち「まえばる」”の実現を目指す。 
 



（目標１）林業の振興と森林整備の促進（間伐実施面積の 20％増加） 

 

（目標２）小学校(９校)通学路（市道）における歩道整備率の向上 
（18.17%→18.45%） 

（目標３）観光客の増加（10%増） 
※全て旧前原市域内での目標値 

 
５ 目標を達成するために行う事業 
（５－１） （略） 
（５－２）法第五章の特別の措置を適用して行う事業 

○ 道整備交付金を活用する事業 
 

整備箇所等については、別添整備箇所を示した図面による。 
対象をなる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を完了してい

る。 
・ 市道：道路法に規定する市道に認定済み。 

多久蔵持線 (昭和 57 年 3 月 31 日) 
・ 林道：森林法による福岡地域森林計画(平成 17 年度策定)に路線を記

載。 
 

  〔施設の種類、事業主体〕 
   ・林道  福岡県 
   ・市道  糸島市 
 
  〔事業区域〕 
   ・糸島市の区域の一部（旧前原市域） 
 
  〔事業期間〕 

（目標１）林業の振興と森林整備の促進（間伐実施面積の 20％増加） 

 

（目標２）小学校(９校)通学路（市道）における歩道整備率の向上 
（18.17%→18.45%） 

（目標３）観光客の増加（10%増） 
 
 
５ 目標を達成するために行う事業 
（５－１） （略） 
（５－２）法第五章の特別の措置を適用して行う事業 

○ 道整備交付金を活用する事業 
 

整備箇所等については、別添整備箇所を示した図面による。 
対象をなる事業は、以下のとおり事業開始に係る手続き等を完了してい

る。 
・ 市道：道路法に規定する市道に認定済み。 

多久蔵持線 (昭和 57 年 3 月 31 日) 
・ 林道：森林法による福岡地域森林計画(平成 17 年度策定)に路線を記 

載。 
 

  〔施設の種類、事業主体〕 
   ・林道  福岡県 
   ・市道  前原市 
 
  〔事業区域〕 
   ・前原市 
 
  〔事業期間〕 



   ・林道（平成２０年度～平成２４年度） 
   ・市道（平成２０年度～平成２３年度） 
  〔整備量〕 
   ・林道 １，５１４ｍ 
   ・市道 ３００ｍ 
 
  〔事業費〕 
   ・総事業費   810,000 千円（うち交付金 405,000 千円） 
    （内訳）林道 740,000 千円（うち交付金 370,000 千円） 
        市道  70,000 千円（うち交付金  35,000 千円） 
 
 
（５－３）その他の事業 
   地域再生法による特別の措置を活用するほか、「人と自然が共生する魅力

と交流をはぐくむまちづくり計画」を達成するため、以下の事業を総合的

かつ一体的に行うものとする。 
①長期間手入れがなされず荒廃している森林をみどり豊かな山林に再生す

るため、平成 20 年度から森林環境税（県税）による交付金を利用し、間

伐等の森林整備を行う。 
②人にやさしいグリーンツーリズムの展開 

・ 都市住民と農村住民との積極的な交流。 
・ 都市住民に生産者の顔が見える生産流通システムの構築 
・ 貸農園、農家民宿、漁業体験等の取組みの推進。 
・ 交流による農村の活性化を図るため、農産物直売所やふれあい市の

活動支援。 
③「伊都国ロマンなんでも前原推進事業」 

日本一の大鏡(内行花文鏡)をはじめとする文化財が国宝に指定された

ことを機に、市民協働で地域経済・地域産業の活性化に取り組む。 

   ・林道（平成２０年度～平成２２年度） 
   ・市道（平成２０年度～平成２３年度） 
  〔整備量〕 
   ・林道 １，５１４ｍ 
   ・市道 ３００ｍ 
 
  〔事業費〕 
   ・総事業費   385,000 千円（うち交付金 192,500 千円） 
    （内訳）林道 340,000 千円（うち交付金 170,000 千円） 
        市道  45,000 千円（うち交付金  22,500 千円） 
 
 
（５－３）その他の事業 
   地域再生法による特別の措置を活用するほか、「人と自然が共生する魅力

と交流をはぐくむまちづくり計画」を達成するため、以下の事業を総合的

かつ一体的に行うものとする。 
①長期間手入れがなされず荒廃している森林をみどり豊かな山林に再生す

るため、平成 20 年度から森林環境税（県税）による交付金を利用し、間

伐等の森林整備を行う。 
②人にやさしいグリーンツーリズムの展開 

・ 都市住民と農村住民との積極的な交流。 
・ 都市住民に生産者の顔が見える生産流通システムの構築 
・ 貸農園、農家民宿、漁業体験等の取組みの推進。 
・ 交流による農村の活性化を図るため、農産物直売所やふれあい市の

活動支援。 
③「伊都国ロマンなんでも前原推進事業」 

日本一の大鏡(内行花文鏡)をはじめとする文化財が国宝に指定された

ことを機に、市民協働で本市の地域経済・地域産業の活性化に取り組む。 



・ 県内、全国へ向けた積極的な PR 活動。 
・ 市民への積極的な市の PR。 
・ 市と市民による双方向の地域情報提供。 
 

６ 計画期間 
  平成２０年度～平成２４年度 
 
 ７～８ （略） 

・ 県内、全国へ向けた積極的な PR 活動。 
・ 市民への積極的な市の PR。 
・ 市と市民による双方向の地域情報提供。 
 

６ 計画期間 
  平成２０年度～平成２３年度 
 
 ７～８ （略） 

 


